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人吉鉄道ミュージアムＭＯＺＯＣＡステーション８６８指定管理者募集要項 

 

Ⅰ 募集の目的 

人吉鉄道ミュージアムＭＯＺＯＣＡステーション８６８（以下「人吉鉄道ミュ

ージアム」という）は、明治時代の鉄道の姿を残す肥薩線を、１００年の歴史を

今に伝える文化遺産と捉え、肥薩線の歴史的・文化的価値を未来へと継承し、も

って地域振興を図ることを目的として設置されています。 

人吉鉄道ミュージアムをより一層魅力ある施設にし、効果的、効率的な施設の

管理運営を行うため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）

第２４４条の２第３項、人吉市公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例

（平成１７年人吉市条例第２３号）第３条及び人吉鉄道ミュージアムＭＯＺＯＣ

Ａステーション８６８条例（平成２７年人吉市条例第４号。以下「条例」という。）

第４条の規定に基づき、人吉市（以下「市」という。）とパートナーシップを結び

公共の利益の増進に資する公共サービスを担う指定管理者を選定するため、人吉

鉄道ミュージアムの管理運営に関する業務を行う指定管理者を募集するものです。 

 

Ⅱ 管理運営業務に関する事項 

１ 施設の概要 

⑴ 施設の名称 人吉鉄道ミュージアムＭＯＺＯＣＡステーション８６８ 

⑵ 所在地   人吉市中青井町字上青井田３４３番地１４ 

⑶ 建物概要 

ア 建物構造 木造２階建て 

イ 敷地面積 約１，７７６㎡ 

ウ 建物面積 ４９９．９３㎡ 

エ 築年数  平成２７年３月 

⑷ 施設内容 

ア １階室内 肥薩線ゾーン（映像・展示）、子どもスペース（プラレール・

木のボールプール、映像、ままごと外）、喫茶・休憩・物品販売

スペース 

屋外 ミニトレイン、水遊び場 

イ ２階室内 ミニ図書スペース、学習ブース、休憩スペース 

屋外 レイルバイク 

ウ ３階屋上 展望デッキ 

  ⑸ 開館時間等 

ア 開館時間及び付帯施設の利用時間 

     午前９時から午後５時まで 

イ 休館日 

・水曜日（その日が休日に当たる日は、当該休日以後の最も近い休日でな

い日） 

・１２月３０日から翌年１月２日まで 

 



- 2 - 

  ⑹ 職員駐車場 

   ア 所在地  人吉市下青井町字下青井田３８８番地２７ 

   イ 敷地面積 ２０１㎡ 

 

２ 管理の基準 

条例及び人吉鉄道ミュージアムＭＯＺＯＣＡステーション８６８条例施行規則

（平成２７年人吉市規則第１８号）において、利用の許可・制限、入館の制限等

に関する規定があります。その詳細を含め、その他遵守していただく事項及び関

係法令等については、人吉鉄道ミュージアムＭＯＺＯＣＡステーション８６８管

理運営仕様書（以下「仕様書」という。）に記載してあります。 

         

３ 管理運営業務の範囲 

指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとします。 

⑴ 人吉鉄道ミュージアムの施設の運営及び維持管理に関する業務 

⑵ 人吉鉄道ミュージアムの施設の利用の許可に関する業務 

⑶ 肥薩線の歴史的・文化的価値等について情報を発信する業務 

⑷ 人吉・球磨地域の観光振興拠点としての業務 

⑸ 鉄道案内ガイド、子どもの教育に係る地域団体等との連携を図るために必要

な業務 

⑹ その他市が施設の管理上必要と認める業務 

 

４ 指定期間 

令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで（３年間） 

なお、指定の期間内であっても、管理運営を継続できないと市が認めるときは、

市は指定を取り消すことがあります。 

 

５ 指定管理料基準額 

指定管理者は、施設の利用料金収入等と市からの指定管理料をもって施設の管

理運営を行うものとします。 

指定管理料については、これまでの実績を基にして、年間の管理運営経費から

利用料金を差引して算出し、一定の基準額を設定しています。 

指定期間（３年間）の指定管理料の基準額は、３４，２３６，０００円（消費

税及び地方消費税相当額を含む。）です。この範囲内で提案を求めます。 

最終的に指定管理料については、指定管理者が応募に際し収支予算書に記載さ

れた管理運営経費の額を基本として、指定管理者と市との間で締結する協定書で

定めます。 

 

６ 利用料金等 

⑴ 利用料金制の採用 

法第２４４条の２第８項に定める利用料金制を採用します。従って入館料及

び付帯施設の利用料収入は、条例第６条第２項及び第７条第２項の規定に基づ
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き、指定管理者の収入として収受できます。 

利用料金は、施設の利用促進及び利用者へのサービスの向上といった観点を

踏まえ、条例で定める額を基準として市長の承認を得て指定管理者が設定する

ことになります。また、入館料を徴収する場合は、市長との事前協議が必要で

す。 

⑵ 利用料金の減免等 

指定管理者は、条例第８条の規定による利用料金の減額又は免除については、

あらかじめ市長の承認を得た基準により行うことができます。 

 

７ リスク分担 

市と指定管理者のリスク分担は、別表第１リスク分担表のとおりとします。 

ただし、同表に定める事項で疑義がある場合又は同表に定めのないリスクが発

生した場合は、市と指定管理者が協議によりリスク分担を決定します。 

 

８ 事業報告及びモニタリング 

指定管理者により、施設が適正に管理・運営されているかどうかを確認するた

めに、事業報告及びモニタリング等を実施します。 

 

９ 業務の継続が困難となった場合等の措置 

指定管理者は、業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合は、

速やかに市に報告しなければなりません。その場合の措置については、次のとお

りです。 

⑴ 指定管理者の責めに帰すべき事由による場合 

指定管理者の責めに帰すべき事由により、業務の継続が困難となった場合又

はそのおそれが生じた場合には、市は指定管理者に対して改善勧告等の指示を

行い、期間を定めて改善策の提出及び実施を求めることができます。この場合、

指定管理者がその期間内に改善することができなかった場合等には、市は指定

管理者の取り消し又は業務の全部若しくは一部の停止を命じることができます。 

⑵ 指定が取り消された場合等の賠償 

上記⑴により指定管理者の指定が取り消され、又は業務の全部若しくは一部

が停止された場合、指定管理者は、市に生じた損害を賠償しなければなりませ

ん。 

⑶ 不可抗力等による場合 

不可抗力その他市又は指定管理者の責めに帰すことができない事由により業

務の継続が困難となった場合、市と指定管理者は、業務継続の可否等について

協議を行い、継続が困難と判断した場合、市は指定管理者の指定の取消し、又

は業務の全部若しくは一部の停止を命じることができます。 

 

10 情報管理と情報公開 

条例第１３条及び人吉市情報公開条例（平成１３年人吉市条例第１号）第７条

の規定に基づき、情報の管理及び公開について取り扱うものとします。 
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なお、この公募に対する提案書類等の市に提出された文書等についても、市の

行政情報として人吉市情報公開条例に基づき公開対象となります。 

 

Ⅲ 募集に関する事項 

１ 公募及び選定スケジュール 

募集要項の公開・配布 令和 7月 10 月 6 日(月)～ 

令和 7年 10 月 21 日(火) 

現地説明会の受付 令和 7年 10 月 6 日(月)～ 

令和 7年 10 月 21 日(火) 

現地説明会 令和 7年 10 月 22 日(水) 

質問の受付（メール） 令和 7年 10 月 22 日(水)～ 

令和 7年 10 月 27 日(月) 

質問の回答（ホームページ） 令和 7年 10 月 29 日(水) 

申請書類の受付 令和 7年 10 月 29 日(水)～ 

令和 7年 11 月 7 日(金) 

審査（プレゼンテーション） 令和 7年 11 月中旬 

選定結果の通知 令和 7年 11 月中旬 

選定結果の公表（ホームページ） 令和 7年 11 月中旬～下旬 

市議会での指定議案の議決 令和 7年 12 月市議会（定例会）※予

定 

指定管理者の

指定 

指定の通知 令和 7年 12 月下旬 

指定の告示    〃 

指定の公表（ホーム

ページ） 

   〃 

協定の締結 令和 8年 3月 

管理運営業務の開始 令和 8年 4月 1日(水) 

 

２ 応募資格 

指定管理者の公募に申請できる者は、仕様書に記載の法令等を遵守し、かつ、

熊本県内に事務所又は事業所を有し、指定期間中に施設を安全円滑に管理運営

することができる法人その他の団体（以下「法人等」という。）又は複数の法人

等により構成されるグループ（以下「参加グループ」という。）であることとし

ます。個人での申請はできません。 

なお、支社等が申請する場合は本社の委任状が必要です。 

また、単独の法人等にあっては次に掲げる全ての要件を満たす必要があり、

参加グループにあっては代表団体が⑴及び⑶の要件を満たすとともに、全て構

成団体が⑶の要件を満たす必要があります。⑵の要件については、代表団体又

は構成団体のうち、１以上の団体が要件を満たす必要があります。 

⑴ 管理運営において、緊急時の迅速な対応が確実に果たせる者であること。 

⑵ 指定期間開始日までに、甲種防火管理者の資格を有する職員を１人以上配
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置できること。 

⑶ 法人等及び代表者が、次の事項に該当しないこと。 

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に

該当する者 

イ 法第２４４条の２第１１項による指定の取り消しを受けたことがある 

ウ 人吉市工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領（平成６年人

吉市告示第５２号）に基づく指名停止期間中の者 

エ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法

律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）である団

体 

オ 暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。）若しくは暴

力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない者（以下「暴力団の構

成員等」という。）の統制の下にある団体 

カ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更生手

続開始の申立て、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規

定による再生手続開始の申立て又は破産法（平成１６年法律第７５号）第

１８条並びに第１９条の規定による破産手続の申立てがなされた者 

ただし、会社更生法及び民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがな

された者であっても、再生計画の認可が決定又は再生計画の認可の決定が

確定した者については、当該申立てがなされていない者とみなす。 

キ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５

４号）第３条又は第８条第１項第１号に違反するとして、公正取引委員会

又は関係機関に認定された日から２年を経過しない者 

ク 国税（法人税、消費税）及び主たる事業所の所在地の地方税（法人市県

民税、法人事業税、事業所税、固定資産税、都市計画税及び地方消費税）

並びに延滞金等を滞納している者 

ケ 法人等あるいは参加グループの構成員であって、ほかの参加グループの

構成員である者又は２つ以上の提案を行う者 

コ 労働基準法（昭和２２年法律第４９号）その他労働関係法令を遵守して

いない者 

サ 法人等又は参加グループの役員（法人の監査役及び監事を含む。）のうち

に、次のいずれかに該当する者がいる団体 

   (ｱ) 成年被後見人又は被保佐人 

   (ｲ) 破産者で復権を得ない者 

 (ｳ) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執

行を受けることがなくなった日から２年を経過しない者 

   (ｴ) 暴力団の構成員等 

 

３ 申請書類の提出 

⑴ 申請書類の受付 

ア 受付期間 
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令和７年１０月２９日（水）から令和７年１１月７日（金）までとしま

す（午前９時～午後５時）。ただし、土及び日曜日は除きます。 

イ 受付場所 

所 在 地：人吉市西間下町字永溝 7番地１（市役所庁舎３階） 

担当部署：人吉市復興政策部交通政策課交通政策係 

電話番号：（０９６６）－２２－２１１１（内線３１１２） 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：koutsuseisaku@hitoyoshi.kumamoto.jp 

ウ 受付方法 

申請書類一式を持参するとともに、書類の電子データを電子メールにて

提出してください。郵送、ＦＡＸ等での受付はいたしません。 

⑵ 申請書類 

申請書類は、次の書類を各１２部（正本１部、副本１１部）提出してくだ

さい。 

様式の指定がないものは、任意の様式で作成してください。 

ア 指定管理者の指定申請書（様式第１号） 

イ 事業計画書及び収支計画書（別紙様式１及び別紙様式２） 

ウ 法人の登記事項証明書（法人の場合のみ） 

エ 団体の代表者の身分証明書（非法人の場合のみ） 

オ 法人等の定款、規約その他これらに相当する書類 

カ 申請資格に関する申立書（様式第２号） 

キ 甲種防火管理者の取得を証する書類（取得予定の場合はその旨記載の書

類） 

ク 国税及び地方税の滞納がない証明書（募集要項の配布開始日以降に交付

されたもの）又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書（様式

第２号） 

ケ 前事業年度の収支（損益）計算書又はこれらに相当する書類（既に財産

的取引活動をしている法人等のみ） 

コ 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類（作成

している法人等のみ） 

サ 現事業年度の収支報告書及び事業計画書（既に財産的取引活動をしてい

る法人等及び指定管理者になろうとする施設の業務以外の事業を開始する

法人等のみ） 

シ 法人等の事業報告書（作成している法人等のみ） 

ス 法人等の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類 

セ 本社の委任状（支社等の場合） 

ソ 参加グループ構成団体届（参加グループの場合）（別紙様式３） 

タ 参加グループ協定書（参加グループの場合） 

チ 代表団体への委任状（参加グループの場合）（別紙様式４） 

ツ プレゼンテーションで使用する資料 

⑶ 変更等の禁止 

提出した申請書類は、これを書き換え、差し替え、又は撤回することはで
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きません｡ 

⑷ 返却等 

申請書類は、審査のため人吉市指定管理候補者選定委員会（以下「選定委

員会」という。）の委員に配付します。また、提出書類は、理由の如何にかか

わらず返却しません。 

⑸ 申請書類の作成 

ア 申請書類の作成については、仕様書に記載されていることを遵守して作

成してください。 

  イ 申請書類の作成に当たっては、日本語及び計量法（平成４年法律第５１

号）に規定されている単位等を使用してください。 

  ウ 申請書類に虚偽の記載があった場合は、失格とします。 

  エ 市が必要と認める場合は、申請した法人等又は参加グループに追加資料

の提出を求めることがあります。 

 

４ 現地説明会の開催 

  現地説明会を次のとおり開催いたします。応募を予定している法人等は必ず

参加してください。現地説明会に参加しない場合は応募ができません。 

⑴ 日時 令和７年１０月２２日(水)午前１０時３０分から正午終了予定 

⑵ 集合場所 人吉鉄道ミュージアムＭＯＺＯＣＡステーション８６８ 

（人吉市中青井町字上青井田３４３番地１４） 

⑶ 説明対象施設 人吉鉄道ミュージアムＭＯＺＯＣＡステーション８６８ 

⑷ 参加資格、人数 

本要項中「Ⅲ－２応募資格」を満たす法人等又は参加グループに所属する

者とし、人数は２人までとします。 

⑸ 参加申込み 

現地説明会参加申込書（別紙様式５）により、必要事項を記入の上、電子

メールで交通政策課に送信ください（電話等での受付はいたしませんので御

注意ください。） 

⑹ 申込期間 

令和７年１０月６日（月）から１０月２１日（火）まで 

 

５ 募集内容等に係る質問の受付 

⑴ 質問期間 

令和７年１０月２２日（水）から１０月２７日（月）午後５時まで 

⑵ 質問方法 

   質問書（別紙様式６）により、電子メールにて交通政策課に送信ください。 

   電話、口頭による質問は受けつけません。ただし、質問者は、本要項中

「Ⅲ－２応募資格」を満たす法人等又は参加グループに所属する者とします。 

⑶ 回答方法 

   令和７年１０月２９日（水）に市のホームページ又はそれに準ずる手法に

より、申請した全ての法人等又は参加グループに回答します。 
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Ⅳ 選定及び指定に関する事項 

１ 指定管理者の選定方法及び選定結果の公表 

⑴ 審査の方法 

指定管理者の選定は応募資格等を満たし、申請書類に不備がない法人等又

は参加グループを対象に、選定委員会においてプレゼンテーションを実施し

審査を行い、総合点数の最も高い団体を選定します。また、申請者が１団体

の場合においても、選定委員会を開催するものとします。 

⑵ 審査の日程 

   審査（プレゼンテーション）は、令和７年１１月中旬を予定しています。 

   なお、実施日時については、別途通知します。 

⑶ 審査の基準と配点 

   項 目 配点（２００点満点） 

１ 

基本的な考え方について 

⑴ 施設の性格や目的等 

４０ ⑵ 利用者の平等な利用の確保 

⑶ 施設の効用の発揮 

２ 

団体の運営状態について 

⑴ 運営理念 
３０ 

⑵ 運営状況、安定性等 

３ 

事業計画について 

⑴ 施設管理運営の実施方針 

４５ ⑵ 事業への具体的な取組み方 

⑶ 施設の運営体制や組織 

⑷ 適正な管理や経理 ２５ 

⑸ 安全管理、緊急時等の対応 

４０ ⑹ 環境、障がい者等への配慮 

⑺ 過去の実績等 

４ 
経済性について 

⑴ 収支等のバランス ２０ 

合 計 ２００ 

⑷ 指定管理候補者の選定 

市は、選定委員会から選定結果の報告を受けた優秀者を優先交渉権者とし

て細目協議を行い、細目協議が整った段階で指定管理候補者として選定しま

す。 

なお、優秀者と細目協議が整わない場合には、選定委員会において次点と

なった者との間で改めて協議を行い選定します。 

⑸ 選定結果の通知 

指定管理者の選定結果は、審査を受けた全ての団体に対し通知し、市のホ

ームページにおいても公表します。 
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⑹ 選定結果の公表内容 

   ア 施設の名称 

   イ 指定管理候補者に選定した団体名 

   ウ 指定予定期間 

   エ 申請団体名（申請受付順） 

   オ 選定結果 

(ｱ) 選定団体の総合得点、項目別得点 

(ｲ) 非選定団体の総得点（ただし、非選定団体が特定される場合は公開し

ません。） 

 

２ 指定管理者の指定及び協定書の締結 

⑴ 指定管理者の指定 

市は、指定管理者の指定に関する市議会の議決を経て、指定管理者の指定

を行います。ただし、市議会の議決を得られない場合は指定されません。 

なお、市は、指定管理者の指定に関する市議会の議決が得られないことに

より、指定管理候補者に生じた損害を負担しません。 

⑵ 協定書の締結 

指定管理者の指定の後に、施設の管理運営業務に関し、協定書を締結しま

す。協定書の締結に際し、必要な事項については、市と指定管理者が協議の

上定めることになりますが、項目としては次に示す事項を基本とします。 

⑶ 協定書の内容 

ア 総則 

協定の趣旨、定義、指定期間など 

イ 管理運営業務の実施 

関係法令の遵守、供用日及び供用時間、管理業務の履行における管理者

の義務、物品類の使用、帰属など 

ウ 事業計画及び事業報告 

エ 利用料金及び指定管理料 

オ モニタリング 

市による点検に関する事項 

カ 指定の取消し等 

指定の取消し及び管理業務の停止を行う場合、指定の取消し等による損

害賠償に関する事項など 

キ 指定期間の満了時等の措置 

事務の引継ぎに関する事項など 

ク 損害賠償 

ケ 法令の変更等があった場合の措置 

コ 不可抗力 

サ 補則 

権利義務の譲渡の禁止、疑義の決定など 
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⑷ 協定の締結をしない場合 

指定管理者が、協定の締結までに次に掲げる事項に該当するときは、その

指定を取消し、協定を締結しないことがあります。 

ア 正当な理由なくして協定の締結に応じないとき。 

イ 財務状況の悪化等により、管理業務の履行が確実でないと認められると

き。 

ウ 著しく社会的信用を損なう等により、指定管理者としてふさわしくない

と認められるとき。 

 

Ⅴ その他 

１ 費用負担 

申請及び審査に際して申請者に係る費用については、全て申請者の負担とし

ます。 

 

２ 関係者との接触禁止 

選定委員会委員、その他本件関係者に対して、本件申請についての個別の接

触は一切禁止します。接触の事実が認められた場合は失格とします。 

 

３ 業務の引継ぎについて 

指定管理者は指定期間が満了又は指定が取り消された場合は、次期指定管理

者が円滑に、かつ、支障なく業務を遂行できるよう、市が必要と認める引継ぎ

業務を実施していただきます。 

 

４ 申請書提出後の辞退 

申請書提出後に辞退される場合は、速やかに指定管理者指定申請辞退届（別

紙様式７）を提出してください。 

 

５ 問合せ先及び申請書提出先 

所 在 地：〒８６８－８６０１ 

人吉市西間下町字永溝７番地１（人吉市役所庁舎３階） 

担当部署：人吉市復興政策部交通政策課交通政策係 

電話番号：（０９６６）－２２－２１１１（内線３１１２、３１１１） 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：koutsuseisaku@hitoyoshi.kumamoto.jp 

担 当 者：米原、宮﨑  



- 11 - 

別表第１ 

人吉鉄道ミュージアムＭＯＺＯＣＡステーション８６８に係るリスク分担表 

リスク項目 リスクの内容 
分担 

指定管理者 市 

法令の変更 
施設管理及び運営に影響を及ぼす法令変更  ○ 

指定管理者自身に影響を及ぼす法令変更 ○  

物価の変動 人件費、物品等の物価変動に伴う経費の増  ○  

金利の変動 金利変動に伴う経費の増 ○  

政治・行政上

の理由による

事業変更 

政治・行政上の理由から、施設管理、運営業

務の継続に支障が生じた場合又は業務内容の

変更を余儀なくされた場合の経費及びその後

の維持管理における当該事情による増加経費

負担 

 ○ 

不可抗力 

不可抗力（暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、

火災、争乱、暴動その他の市又は指定管理者

の責めにも帰すことのできない自然的又は人

為的な現象。以下同じ。）に伴う、施設及び

設備の修復による経費の増加 

 ○ 

不可抗力により業務を変更・中止・延期する

場合 
協議事項 

施設等の損傷 

指定管理者の管理上の責めに帰すべき事由に

よるもの 
○  

市の責めに帰すべき事由によるもの  ○ 

上記以外の経年劣化、第三者の行為で相手方

が特定できないもの等（１件２０万円以下の

もの） 

○  

上記以外 協議事項 

セキュリティ 指定管理者の警備不備によるもの ○  

第三者への賠

償 

指定管理者としての注意義務を怠ったことに

より第三者へ損害を与えた場合 
〇  

上記以外の理由により損害を与えた場合  〇 

周辺地域・住

民及び施設利

用者への対応 

地域との協調 ○  

施設管理、運営業務内容に対する施設利用者

等からの反対、訴訟又は要望への対応 
〇  

上記以外  〇 

指定期間終了

時の費用 

指定管理者の指定期間が終了した場合又は期

間中途において業務を廃止した場合の撤収及

び原状回復に要する費用 

○  

※ 本表に定める事項で疑義がある場合又は本表に定めのないものについては、市と指定管

理者の協議の上決定します。 


